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要点のみを掲載しています。

詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどで

ご確認ください。

Event＆Lectures

イベント・講座
i 平和祈念式

i 高原の都市エコフェスタ2024
「茅野市の環境活動を知ろう」

i 茅野市空き家なんでも相談会

i 認知症の人の家族会

時 	8月6日㈫　8時～8時30分

所 	茅野市運動公園　平和の塔前

内 	79年前、広島に原爆が投下された時

刻に、参加者全員で黙とうを行い、献

花をします。当日は、平和への願いを

込めた折鶴などをお持ちください。

他 	【主催】茅野市平和祈念式実行委員会

【後援】茅野市、茅野市教育委員会

問 	総務課　行政係

☎72-2101（内線133）

時 	8月3日㈯　12時～15時

所 	茅野市議会棟1階　大会議室

内 	近年、環境問題として地球温暖化や海

洋汚染などがあります。そこで市民の

皆さんに各団体の取り組みや美サイク

ル茅野の活動を知ってもらうため、エ

コフェスタを開催します。

問 	美サイクルセンター　業務係

☎72-2905

時 	8月22日㈭　13時30分～15時20分

（1組30分程度）

所 	茅野市役所　議会棟1階　大会議室

内 	空き家のことを気軽に相談できる個別

相談会（無料）を開催します。

対 	市内に空き家をお持ちの方

定 	9組

持 	空き家物件情報

他 	申込時に空き家物件情報（住所等）を

あらかじめ確認します。

申 	8月8日㈭までに電話でお申し込みく

ださい。

問 	都市計画課　住宅係

☎72-2101（内線538）

時 	8月28日㈬　10時30分～正午

所 	茅野市役所7階　704会議室

内  認知症の方の症状や介護の悩みなどを打

ち明けたり相談したりして、介護の合間に

ちょっとした息抜きにいらっしゃいませんか。

対 	認知症の方を介護されているご家族

￥ 	無料（申込不要）

問 	保健福祉サービスセンター

福祉21推進係　☎82-0107

i 【健康づくり講座】 オーラルフレイ
ル 「歯と口の健康を維持しよう」

i ８月の介護保険制度説明会

i 「読書の森 読りーむinちの」
図書館たのしいおはなし会

時 	9月5日㈭　13時30分～15時

所 	茅野市図書館　2階　閲覧室

内  噛んだり飲んだりは毎日のこと。歯と口の

健康維持はとても大切です。これらの機能

低下などの改善方法について学びます。

講  株式会社ロッテ　中央研究所　噛むこと研究部

定 	20名

￥ 	無料

申 	8月6日㈫10時から9月1日㈰17時

までに電話または図書館カウンターで

お申し込みください。

問 	茅野市図書館　☎72-9085

時 	8月7日㈬　9時30分～11時30分

所 	茅野市役所　議会棟1階　大会議室

内 	介護保険制度を中心とした、65歳以

上の方向けの介護・福祉・健康につい

てのお話

対 	・ 	8月2日から9月1日までに65歳に　なる

市民の皆さん（ご案内通知を送付します）

・	介護保険制度に関心のある市民の皆さん

申 	不要（直接会場へお越しください。）

問 	保険課　介護保険係

☎72-2101（内線335）

時 	8月31日㈯　10時30分～11時

所 	茅野市図書館2階　おはなしの部屋

内 	手あそび、絵本の読み聞かせ、紙芝居、

パネルシアターの実演など

対  乳幼児～小学生低学年くらいのお子さん

￥ 	無料

申 	不要（直接会場にお集まりください。）

問 	読書の森　読りーむinちの事務局

☎72－2101（内線635）
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i 秋のパソコン講座

i 茅野市戦没者等合同追悼式

i すわちゅう健康教室

時 	9月3日㈫、6日㈮、10日㈫、13日㈮、

17日㈫、20日㈮

13時30分～15時30分

所 	ワークラボ八ヶ岳

内 	初めてワード、エクセルを使う方のため

に文字の入力・文書の作成と編集・表

の作成・グラフの作成方法など、基本

的な機能と操作方法を学習します。

対 	全日程参加できる方

定 	6名

￥ 	受講料2,000円+テキスト代

持 	お使いのパソコン

申 	7月25日㈭～8月26日㈪までに電話

でお申し込みください。

問 	DX推進課　自治体デジタル係

☎72-2101（内線242）

時 	8月17日㈯　14時～

（受付開始：13時30分～）

所 	茅野市民館1階　マルチホール

内  先の大戦で犠牲になられた方々を心か

ら追悼し、その尊い犠牲を無にすること

がないよう、恒久平和の実現を祈ります。

他 	一般参加も可能。

問 	社会福祉課　高齢福祉係

☎72-2101（内線303）

時 	8月22日㈭　11時～11時30分

所 	諏訪中央病院（1Fエントランスホール）

内  テーマ：「糖尿病予防で明日からできること」

糖尿病予防で明日からできることについてお

話しします。ご質問・ご相談もお受けします。

講 	糖尿病看護認定看護師　内藤愛

￥ 	無料（申込不要）

問 	諏訪中央病院　総務課　広報調整係　

☎72-1000（内線1557）

内 	7月1日～10月31日の期間を 「農地

パトロール期間」 として、農業委員と農

地利用最適化推進委員が農地の利用

状況調査 「農地パトロール」を行ってい

ます。優良農地の確保、農地の有効利

用促進、遊休農地の解消、そして、違反

転用発生防止を目的としています。

農地パトロールの結果は農地台帳に登

録します。パトロールの実施にご理解と

ご協力をお願いします。

問 	農業委員会事務局　農地係

☎72-2101（内線441・442）

内 	茅野市そば生産者協議会では、そばの

刈取り申し込みを受け付けます。

【受付場所】

・ＪＡ信州諏訪茅野市営農センター

・南部センター

【申込期間】

8月13日㈫～8月31日㈯

対 	茅野市内そば生産者

￥ 	10a/7,000円

申  ＪＡ信州諏訪茅野市営農センター、南部セ

ンターの窓口に用意される 「申込書」 と

「栽培日誌」 を提出し、「刈取委託立札」 を

必要枚数（圃場数）受け取ってください。

問 	農林課　農政係

☎72-2101（内線403）

E-mail　norin@city.chino.lg.jp

時 	入札会　9月10日㈫　14時～

所 	茅野市役所　702会議室

内 	一般競争入札により市が所有する下記

の土地を売却します。

【物件の種類】土地

【所在地】茅野市本町東5208番8

【地目】宅地

【地積】115.66㎡

【用途地域】近隣商業地域

【最低売却価格】3,064,100円

申 	7月30日㈫～8月30日㈮（土日祝日

を除く8時30分から17時15分まで）

までにお申し込みください。

問 	財政課　管財係

☎72-2101（内線162）

i 農地パトロールを実施して
います

i そば刈取りの申込受付
～茅野市そば生産者協議会～

i 市所有の土地を売却します

Information

お知らせ
内 	農業経営基盤強化促進法の改正に伴

い、令和7年3月15日をもって現在農

業委員会で取り扱っている 「利用権設

定等促進事業（相対契約）」 の新規受

付は終了します。

ただし、契約期間中の 「利用権設定等

促進事業（相対契約）」 については、契

約終了まで権利設定は有効です。

このことにより農地の賃借の方法は

「農地中間管理事業」と「農地法第3条」

の二つとなります。

問 	農業委員会事務局　農地係

☎72-2101（内線441・442）

i 農地 「利用権設定等促進事業
（相対契約）」 新規受付終了
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国保だより
No.560

問い合わせ

保険課　国保年金係

☎72-2101（内線322・323・325）

新しい保険証を７月にお送りしました。古い保険証は処分し、新しい保険証で受診してください。

【有効期限】　令和６年８月１日〜令和７年７月３１日

医療機関に入院または、高額な外来診療を受ける時に 『限度額適用認定証』、『限度額適用・標準負担額減額認定証』（以

下 「認定証」）を保険証と一緒に提示すると、外来でも入院でも個人単位で一医療機関の窓口負担（保険適用分）が1か

月あたりの自己負担限度額までとなります。

限度額は、年齢や所得区分により異なりますので、あらかじめ保険課で認定証の交付手続きが必要です。

※	毎年8月に適用区分の見直しがあるため、認定証の有効期限は、毎年7月31日となっています。引き続き必要な場合

は、再度申請手続きをしていただく必要があります （自動更新ではありません）。

※	認定証の発行期日は、申請月の1日からです。

（注）国保税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。

※	オンライン資格確認が利用可能な医療機関等では、マイナンバーカードを保険証として使用する際に、本人が同意し、

システムで区分の確認ができれば、認定証の提示が不要になりました。

以下に該当する方は引き続き申請が必要です。

・システムが導入されていない医療機関等にかかる場合

・過去12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事代が減額の対象になる場合

・国民健康保険税の滞納がある世帯の場合

８月１日からは新しい保険証で受診してください

高額な診療を受ける皆さんへ　/『限度額適用認定証』等を申請しましょう

　　長野県 国民健康保険
被保険者の皆さまへ

　日頃より、当県の国民健康保険事業にご理解、ご協力をい
ただきましてありがとうございます。
　さて、現在ご使用中の国民健康保険被保険者証 (被保険者
証)【空色】は、令和６年７月31日が有効期限となりますの
で、新しい被保険者証をお送りいたします。

特定健診を受診しましょう‼
　特定健診は、40歳以上の国民健康保険加入者が対象の健康診断です。メタボ
リックシンドロームに着目した健診であり、いわゆるメタボ健診とも呼ばれます。
　健診を受け、生活習慣病を未然に予防することは医療費の節約や健康長寿にもつ
ながります。ご自身の健康状態を確認する意味でも、年に一回、必ず特定健診を受
診しましょう！
※40歳未満の健康診断や、さまざまな種類の健康診断を実施している市町村もあります。
　詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

セルフメディケーションのすすめ
　自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てするこ
とを指します。適度な運動、栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠な
ど、健康的な生活を意識しましょう。日頃から体重、血圧など測定する、
毎年健診を受けるなど、自分の健康状態を知ることも大切です。
　また、不調を感じたら軽度のうちに、市販薬（OTC医薬品）で対応し、
症状の改善がみられない場合には医療機関等を受診するなど、使い分けま
しょう。判断に迷うときはかかりつけ薬剤師にご相談ください。

ポリファーマシーとは
　多くの薬を服用しているために、副作用などの有害事象を起こしている状態を
いいます。服用により気になる症状があったら、かかりつけの医師や薬剤師に相
談しましょう。お薬手帳を持ち、病院ごとに分けるのではなく、一冊にまとめて
おきましょう。

ジェネリック医薬品を積極的に使いましょう‼
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は新薬（先発医薬品）と同じ有効成
分を含み、品質、効き目が同等のお薬で、有効性や安全性が国に認められ
ています。低価格なため、利用することで医療費の節約となり、家計にや
さしいお薬です。同封の「国保ガイド」に収録されているジェネリック医
薬品希望シールを被保険者証に貼り付けて、希望を伝えましょう。

※医薬品の中にはジェネリック医薬品に変更できないものがあります。また、ジェネ
リック医薬品への変更を希望しても、症状により変更できない場合もあります。

交通事故などで被保険者証を使ったら
　交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国民健康保険で医療機関等に
かかることができます。その際には、必ず市町村の国民健康保険担当部門に連
絡し､「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受
け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなる場合がありま
す。示談の前に必ず国民健康保険担当部門にご連絡ください。

国民健康保険に関するお問い合わせ先

●今回送付した被保険者証や、具体的な手続きなどについては、お住まいの市町村へ。
　市町村のご連絡先は、被保険者証台紙の窓枠部分に記載されています。
●制度全般については、長野県国民健康保険室へお問い合わせください。
　☎026-235-7090　HP:https://www.pref.nagano.lg.jp/kokuho/

被保険者証の色が「空色」から
「うぐいす色」に変わります！

70歳未満の方 70歳以上の方
長野県国民健康保険被保険者証 長野県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

新
うぐいす色

旧
空色

令和６年８月１日から

令和６年７月31日まで

被保険者証
被保険者証

被保険者証

長野県国保マスコットキャラクター

７０歳になると 「保険証兼高齢受給者証」

が交付されます

７５歳になると 「後期高齢者医療制度」で

医療を受けます

住民税非課税世帯の方の入院時の食事代の減額

７０歳になると、所得などに応じて自己負

担割合や自己負担限度額が変わり、自己

負担割合が記載された 「保険証兼高齢受

給者証」が交付されます。

７５歳になると、後期高齢者医療制度の保

険証が交付されます。

７５歳になる年度は、有効期限が７５歳の

誕生日の前日までになります。

住民税非課税世帯の方は、事前に申請し交付された 「認定証」 を医療機関の窓口で提示することで、入院中の食事代

が減額されます。過去１２か月の入院日数の合計が９０日を超える場合は、申請をすることで食事代が更に減額されま

す。申請をした月の翌月から対象となりますのでお早めにご申請ください。
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内 	自衛官として任官する前に、非自衛官

の期間を設けて、約3ヶ月間の教育に

専念した後、2等陸・海・空士（任期制

自衛官）に任官する制度です。

任官後、陸上自衛官は1年9ヶ月（一部技

術系は2年9ヶ月）、海上・航空自衛官は

2年9ヶ月を1任期として期間を定めて勤

務します。（陸海空自衛官ともに、2任期

目以降は各2年毎任期が更新されます）

【試験科目】 筆記試験、口述試験、適正

検査及び身体検査

【試験日程】受付時にお知らせ

【入隊時期】採用予定通知書でお知らせ

対 	18歳以上33歳未満

申 	年間を通じて受け付け

問 	茅野地域事務所（茅野商工会議所1階）

☎82-6785

内  【対象】

平成元年（1989年）4月2日以降に生

まれた方で、採用職種に資格を有する

方、または資格取得見込みの方

【採用数】1名程度

【試験日】10月1日㈫

【試験会場】諏訪中央病院

【試験内容】筆記試験、作文、性格検査、

面接

申 	8月1日㈭～9月17日㈫までにお申し

込みください。

他  詳細はホームページ （QR

コード）からご確認ください。

問 	諏訪中央病院　総務課　庶務係

☎72-1000（代）

内  【業務内容】

≪農業委員≫

農地の権利移動や転用に係る許可等につい

て審議し決定する業務。農地利用最適化推

進委員と連携し、担い手への農地の集積・集

約化、遊休農地の発生防止などの現場活動

≪農地利用最適化推進委員≫

担い手への農地の集積・集約化、遊休

農地の発生防止などの現場活動

※月平均3～5日程度

【応募資格】茅野市に住所を有する方

【任用期間】令和7年4月から3年間

【報酬】月額40,200円（別途交通費）

他  募集期間の中間及び期間終了後に、提出さ

れた応募用紙の内容のうち、住所を除いた

記載事項を茅野市ホームページに公表させ

ていただきます。予めご了承ください。

申 	8月1日㈭～8月29日㈭までに、応

募用紙をご提出ください。応募用紙は

ホームページからダウンロードまたは

窓口で配布しています。

問 	農業委員会事務局　農地係

☎72-2101（内線441・442）

内  【展示期間】11月15日㈮～11月17日㈰

10時～16時（17日は正午まで）

【展示場所】長野市ホクト文化ホール

【募集部門】

日本画、洋画、彫刻、手工芸、書、写真

対 	60歳以上のアマチュアの人

￥  無料（作品返却時の送料は出品者負担）

申 	8月20日㈫までに、所定の出品票に必

要事項を記入の上、直接、茅野市役所

社会福祉課または諏訪保健福祉事務所

へ提出。（作品は後日搬入）

募集案内、出品票は茅野市役所社会福

祉課にあります。作品の規格など、詳

細は長野県長寿社会開発センターホー

ムページをご覧ください。

問 	2024信州ねんりんピック実行委員会

事務局　☎026-226-3741

内  障害のある方の文化芸術活動の振興と社

会参加を図るために開催される 「長野県障

がい者文化芸術祭」に出展する作品の募集

対  長野県内に住所を有する障害のある方の作

品で、令和5年8月以降に制作をしたもの

￥ 	無料

他 	会場展示のほか、本展開催後に 「WEB

展示会」 としてWEBサイトでの作品展

示も行います。規格や詳細については、

お問い合わせください。

申 	8月15日㈭までに出品申込書（社会福

祉課にあります）に必要事項を記入し

て、社会福祉課へ提出。作品は、9月5

日㈭〜11日㈬までに出品カードを添え

て同課へ持込。

問 	社会福祉課　障害福祉係

☎72-2101（内線315）

i 自衛官候補生募集

i 令和７年４月採用の諏訪中
央病院社会福祉士募集

i 農業委員・農地利用最適化
推進委員の募集

i 「2024信州ねんりんピック」
シニア作品展　作品募集i 「第２７回長野県障がい者文

化芸術祭」出展作品募集

Wanted

募　集

Medical＆Welfare

医療・福祉

i 緑内障検診

時 	9月2日㈪～10月31日㈭

所 	指定医療機関（藤森眼科・細田眼科医

院・ヨコイ眼科）

内 	眼圧検査・眼底検査

緑内障は視神経が障害される病気で、

失明原因の1つにもなります。患者数

が非常に多いとされ、 40歳以上で

5％、60歳以上では1割以上の患者さ

んがいると言われています。一度視野

が欠けると基本的には元に戻らないた

め、出来るだけ早く発見し、治療を行い、

進行を抑えることが大切です。

対  今年度（令和7年3月末年齢）40・45・

50・55・60・65・70・75歳になる方

￥ 	自己負担500円

申 	10月18日㈮までに、電話またはホー

ムページでお申込みください。

問  健康づくり推進課（健康管理センター内）

☎82-0105
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